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退
職
届
の
提
出
強
要
は
法
律
違
反
で
す

Ｈ
Ｇ
Ｓ
Ｔ
が
小
田
原
事
業
所
の
閉
鎖
を
強
行
す
る

な
ら
、
Ｈ
Ｇ
Ｓ
Ｔ
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
、
雇
用

と
生
活
を
保
障
す
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

日
立
グ
ル
ー
プ
会
社
（
４
４
８
件
の
求
人
）
に
Ｈ
Ｇ

Ｓ
Ｔ
の
身
分
の
ま
ま
出
向
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
は
ず
で
す
。

「
再
就
職
先
を
探
す
こ
と
を
前
提
に
退
職
を
迫
る

こ
と
は
不
適
切
と
の
厚
労
省
通
達
が
発
行
さ
れ
る
予

定
」
（
３
／
15
朝
日
）
で
す
。
そ
の
点
で
、
今
回
の

一
連
の
再
就
職
に
向
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
違
法
す
れ

す
れ
の
行
為
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
パ
ソ
ナ
」
に
と
っ
て
は
、
我
々
は
一
人
当
た
り

最
高
70
万
円
（
※
）
も
の
収
入
と
な
る
大
切
な
お
客

さ
ん
と
も
言
え
ま
す
。
親
切
、
丁
寧
、
礼
儀
正
し
い

の
も
当
然
で
す
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
３
月
10
日
、
「
リ
ス
ト
ラ
企
業
が
退
職

勧
奨
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
就
職
支
援
会
社
か
ら
受
け
て

退
職
強
要
を
行
っ
て
い
る
」
と
の
ウ
ェ
ブ
ニ
ュ
ー
ス

を
流
し
ま
し
た
。
厚
労
省
は
「
人
材
会
社
が
退
職
を

指
南
し
た
場
合
に
助
成
金
を
不
支
給
に
す
る
」
と
し

た
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

元
々
は
、
日
立
情
Ｉ
Ｐ
の
組
合
員
だ
っ
た
Ａ
さ
ん

は
、
日
立
ア
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
出
向
後
、
即
２
交
代
勤

務
の
日
立
Ａ
Ｍ
Ｓ
（
自
動
車
部
品
作
製
）
に
出
向
に

出
さ
れ
ま
し
た
。

日
立
ア
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
出
向
時
に
「
出
向
中
に
次

の
職
場
を
探
す
」
と
言
明
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

日
立
Ａ
Ｍ
Ｓ
に
連
続
し
て
出
向
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に

怒
っ
た
Ａ
さ
ん
は
、
電
機
・
情
報
ユ
ニ
オ
ン
に
相
談

し
加
入
し
ま
し
た
。

組
合
と
の
団
体
交
渉
の
中
で
、
会
社
は
、
「
仕
事

は
探
す
の
で
待
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。

今
後
と
も
Ａ
さ
ん
に
合
っ
た
職
場
を
探
す
と
い
う
条

件
で
、
当
面
、
日
立
Ｂ
Ｓ
（
神
奈
川
事
業
所
）
に
出

向
と
な
り
、
通
常
勤
務
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、

Ａ
さ
ん
に
は
日
立
Ｂ
Ｓ
へ
の
転
属
の
話
が
あ
り
ま
し

た
が
、
断
固
、
断
り
、
日
立
製
作
所
の
身
分
の
ま
ま

出
向
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
同
様
に
約
束
を
破

※労働移動支援助成金
委託時に１０万円、再就職実現時に最高６０万円が

雇用保険財源から企業を通じて「パソナ」など就職支

援会社に支払われる。この制度は「行き過ぎた雇用維

持型から労働移動支援型への政策転換を図る」との理

由で安倍内閣が導入、リストラ支援との批判がある。

あ
く
ま
で
Ｈ
Ｇ
Ｓ
Ｔ
は
雇
用
に
責
任
を
持
て

我
々
は
「
パ
ソ
ナ
」
の
お
客
さ
ん

甘
言
に
だ
ま
さ
れ
な
い
で

電
機
・
情
報
ユ
ニ
オ
ン
に

相
談
し
、
転
属
を
断
り
頑
張
る
Ａ
さ
ん

ら
れ
日
立
Ａ
Ｍ
Ｓ
に
出
向
と
な
っ
た
人
た
ち
は
、

最
終
的
に
は
日
立
Ａ
Ｍ
Ｓ
に
転
属
と
な
っ
て
お
り
、

２
交
代
勤
務
の
ま
ま
で
す
。

２
月
29
日
、
日
立
リ
ス
ト
ラ
か
な
が
わ
対
策
会

議
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
小
田
原
市
に
雇
用
対
策

法
に
基
づ
く
、
対
策
を
要
請
、
小
田
原
市
は
早
速

厚
生
労
働
省
神
奈
川
労
働
局
と
14
日
、
住
民
の
就

労
支
援
な
ど
で
協
力
す
る
雇
用
対
策
協
定
を
締
結

し
ま
し
た
。
引
き
続
き
神
奈
川
労
働
局
に
要
請
す

る
予
定
で
す
。

電
機
・
情
報
ユ
ニ
オ
ン
で
は
、
企
業
内
組
合
で

は
、
救
済
さ
れ
な
い
労
働
者
が
個
人
で
加
入
で
き

る
（
２
重
加
盟
は
最
高
裁
で
も
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
電
機
連
合
の
方
針
で
も
認
め
て
い
ま
す
）

組
合
で
す
。

前
述
の
Ａ
さ
ん
他
、
多
数
の
方
の
救
済
に
成
果

を
上
げ
て
い
ま
す
。

今
が
重
要
な
時
期
で
す
。
「
短
気
は
損
気
」
ま

ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

電
機
・
情
報
ユ
ニ
オ
ン
に
相
談
し

理
不
尽
な
Ｈ
Ｇ
Ｓ
Ｔ
の
退
職
強
要

に
立
ち
向
か
お
う

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
小
田
原
市
に
要
請
、

引
き
続
き
神
奈
川
労
働
局
に

※今、ＨＧＳＴでは：２０１１年、日立ＧＳＴは、ＷＤに売却され、Ｈ
ＧＳＴ（労組は日立グループ連合傘下）として発足しましたが、小田原事

業所では、１／１８ に閉鎖＆ほぼ全員退職の通告を受け、現在、交渉中

※



 新リストラ防止５ケ条 
グループ外への「異動」＝解雇や遠隔地への異動な

どを言われたら、次の 5 カ条で、日立をやめずに日立
で働く意思をはっきり伝えてがんばりましょう。 
① 「私は日立をやめません。日立に残ります」とはっ

きり言いましょう。 
あなたの働く職場はない、と言われたら、「会社の
責任で、通勤可能な私の職場をつくるか、探すかし
てください」と言いましょう。 

② 本来会社は、退職強要ができません。あなたが折れ
るのを待っているのです。家族の顔を思い浮かべて
がんばりましょう。 

③ 少々のプレミアムがついても、やめてしまうと過酷
な日々が待っています。いまががんばりどきです。

④ 「やめません」と態度を明確にしているのに、さら
に面談を強要するのは法律違反。きっぱり断りまし
ょう。面談を強要されたら、「メモ・録音します」
と宣言しましょう。 

⑤ 困ったときは、一人で悩んでいても解決方法は見つ
かりません。まずは、相談しましょう。 

相 談 窓 口  
① 電機・情報ユニオン（誰でも一人で、 

はいれる組合）に Mail，電話か Fax を！ 
E-mail denkiunion@gmail.com 
TEL: 080-5060-7728 中村まで 

② 「日立リストラかながわ対策会議」HP の 
「お問い合わせ・ご相談」窓口から！ 

http://hitachi-risutora-kanagawa.blogspot.jp/ 
③ 日本共産党 横浜市会議員 岩崎ひろし 

「なんでも相談」の「ほっと戸塚」に 
電話かＦａｘを！ 

TEL:045-865-0074/Fax:045-865-0594 

厚
労
省
に
直
接
要
請
！ 

 

電
機
大
リ
ス
ト
ラ
か
ら
雇
用
と
地

域
経
済
を
守
ろ
う
と
、
全
労
連
、
東

京
地
評
、
電
機
・
情
報
ユ
ニ
オ
ン
な

ど
が
１
１
日
、
経
産
省
前
で
宣
伝
し
、

参
院
議
員
会
館
で
厚
労
省
や
経
産
省

と
交
渉
し
ま
し
た
。 

 

厚
労
省
と
の
交
渉
で
は
労
働
者
が

次
々
と
実
態
を
告
発
し
ま
し
た
。 

 

日
立
の
労
働
者
は
「
会
社
か
ら
『
退

職
を
決
意
し
て
パ
ソ
ナ
で
仕
事
を
探

せ
ば
、
定
年
後
も
フ
ル
タ
イ
ム
で
働

け
る
会
社
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な

い
』
と
面
談
で
言
わ
れ
て
い
る
。
高

年
齢
雇
用
安
定
法
に
反
す
る
退
職
強

要
だ
」
と
訴
え
ま
し
た
。 

（
し
ん
ぶ
ん
赤
旗 

３
月
１
２
日
）

日
立
は
最
後
の
一
人
ま
で 

雇
用
と
生
活
に
責
任
を
も
て 

 

７
日
、
全
体
夕
礼
で
事
業
所
売
却

と
同
時
に
３
拠
点
へ
の
移
動
が
発

表
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
移
転
で

き
な
い
事
情
の
人
に
は
引
き
続
き
面

談
が
行
わ
れ
、
「
関
連
会
社
へ
の
転

勤
を
打
診
」
さ
れ
た
り
、
「
あ
な
た

は
マ
ッ
チ
ン
グ
で
相
手
に
断
ら
れ

た
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

雇
用
と
生
活
に
責
任
を
持
つ
の

は
、
当
然
で
あ
り
、
雇
用
を
３
拠
点

で
確
保
す
る
こ
と
を
は
じ
め
、
全
て

の
従
業
員
の
雇
用
確
保
に
日
立
は

責
任
を
果
た
す
べ
き
で
す
。
た
だ
ち

に
面
談
を
や
め
、
移
動
に
際
し
条
件

の
あ
る
人(

介
護
、
保
育
等)

の
要
望

を
聞
き
、
適
し
た
職
場
の
示
達
を
行

う
べ
き
で
す
。 

（
Ｈ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｇ
）転
籍
で
━ 

労
働
条
件
の
低
下
は
許
さ
れ
な
い

 

こ
の
４
月
（
情
通
信
）
か
ら
（
Ｈ

Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｇ
）
へ
転
籍
す
る
方
は
約
１

５
０
名
。
７
年
前
に
郡
山
か
ら
戸
塚

に
来
た
人
が
ほ
と
ん
ど
で
、
故
郷
か

ら
さ
ら
に
遠
い
中
井
勤
務
と
な
り
、

通
勤
は
も
ち
ろ
ん
、
帰
省
が
大
変
で

す
。 

 

ま
た
、
『
転
籍
し
た
後
に
リ
ス
ト

ラ
が
や
ら
れ
る
の
で
は
』
と
い
う
、

強
い
不
安
、
日
立
に
比
べ
て
住
宅
手

当
な
ど
福
利
厚
生
面
で
劣
り
、
『
暮

ら
し
て
い
け
る
の
か
？
』
と
い
う
心

配
の
声
が
聞
か
れ
ま
す
。 

 

労
働
条
件
の
低
下
、
不
利
益
を
被

る
こ
と
の
無
い
よ
う
、
闘
い
の
輪
を

拡
げ
、
と
も
に
頑
張
っ
て
い
き
ま
し

ょ
う
。 

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
相
談
を
！ 

移
転
先
の（
Ｍ
Ｈ
）・（
秦
野
）・
保
土
ヶ
谷（
Ｙ
Ｂ
Ｐ
）へ
の 

示
達
を
日
立
は
責
任
を
も
っ
て
行
え
！


